
静岡県土地利用基本計画（昭和 50年４月策定）の計画図の一部を変更したので、国土利用計画法（昭

和 49年法律第 92 号）第９条第 14項において準用する同条第 13 項の規定に基づき、その要旨を次のと

おり公表する。

令和８年３月 25日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

静岡県土地利用基本計画図の一部を次のとおり変更する。

整理

番号

五地域

区分名
関係市町

変更部分の

面積（ha） 変更を必要とする理由

拡大 縮小

１ 都市地域 静岡市 4.3 －

公有水面埋立てにより生じた土地であり、周

辺の都市地域と一体的に工業の振興を図る

必要があるため。

２ 農業地域 御殿場市 － 5.2
産業系の開発行為が予定される区域であり、

総合的な農業の振興を図る必要がないため。

３ 農業地域 御殿場市 － 24.5
産業系の開発行為が予定される区域であり、

総合的な農業の振興を図る必要がないため。

４ 農業地域 藤枝市 － 6.5
産業系の開発行為が予定される区域であり、

総合的な農業の振興を図る必要がないため。

５ 農業地域 湖西市 － 4.9
産業系の開発行為が予定される区域であり、

総合的な農業の振興を図る必要がないため。

６ 農業地域 湖西市 － 5.4
産業系の開発行為が予定される区域であり、

総合的な農業の振興を図る必要がないため。

７ 森林地域 袋井市 10.5 －
現況が森林の箇所については、森林としての

利用・保全を図る必要があるため。

８ 森林地域 小山町 － 2.0
民間事業者が実施する事業により、森林とし

ての利用・保全を図る必要がないため。

９ 森林地域 袋井市 － 2.4
民間事業者が実施する事業により、森林とし

ての利用・保全を図る必要がないため。

10 森林地域 牧之原市 － 2.1
民間事業者が実施する事業により、森林とし

ての利用・保全を図る必要がないため。

11 森林地域 浜松市 － 16.6
市が実施する事業により、森林としての利

用・保全を図る必要がないため。

12 森林地域 牧之原市 － 8.5
県が実施する事業により、森林としての利

用・保全を図る必要がないため。



題名：変更区域図１

図の中心位置： 縮尺35.030, 138.500 （北緯,東経） 1:50000

１　静岡市 都市地域（拡）（7－3）

１　静岡市 都市地域（拡）（7－3）

１　静岡市 都市地域（拡）（7－3）



題名：変更区域図２、３

図の中心位置： 縮尺35.290, 138.890 （北緯,東経） 1:50000

３　御殿場市 農業地域（縮）（7－2）

２　御殿場市 農業地域（縮）（7－2）



題名：変更区域図４

図の中心位置： 縮尺

４　藤枝市 農業地域（縮）（7－6）

34.900, 138.290 （北緯,東経） 1:50000



題名：変更区域図５、６

図の中心位置： 縮尺34.700, 137.540 （北緯,東経） 1:50000

５　湖西市 農業地域（縮）（7－7）

６　湖西市 農業地域（縮）（7－7）



題名：変更区域図７

図の中心位置： 縮尺

７　袋井市 森林地域（拡）（7－6）

34.670, 137.940 （北緯,東経） 1:50000



題名：変更区域図８

図の中心位置： 縮尺35.370, 138.860 （北緯,東経） 1:50000

８　小山町 森林地域（縮）（7－2）



題名：変更区域図９

図の中心位置： 縮尺34.710, 137.950 （北緯,東経） 1:50000

９　袋井市 森林地域（縮）（7－6）



題名：変更区域図10

図の中心位置： 縮尺34.770, 138.160 （北緯,東経） 1:50000

10　牧之原市 森林地域（縮）（7－6）



題名：変更区域図11

図の中心位置： 縮尺34.870, 137.780 （北緯,東経） 1:50000

11　浜松市 森林地域（縮）（7－7）



題名：変更区域図12

図の中心位置： 縮尺34.740, 138.140 （北緯,東経） 1:50000

12　牧之原市 森林地域（縮）（7－6）


